
第
五
十
五
号
議
案

仙
台
市
乗
合
自
動
車
運
賃
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
乗
合
自
動
車
運
賃
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
乗
合
自
動
車
運
賃
条
例
（
平
成
二
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
三
十
八
円
十
銭
」
を
「
四
十
五
円
九
十
銭
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
百
六
十
円
」
を
「
百
九
十
円
」
に
、「
八
十
円
」
を
「
百
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
、
附
則
第
三
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
か
ら
附
則
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び

項
番
号
を
削
る
。

別
表
定
期
旅
客
運
賃
通
勤
大
人
一
月
の
項
中
「
三
割
」
を
「
二
割
五
分
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
市
長
が
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

普
通
旅
客
運
賃
の
基
本
計
算
賃
率
及
び
最
低
運
賃
並
び
に
通
勤
定
期
旅
客
運
賃
の
割
引
率
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
所

要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理

由
で
あ
る
。
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